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事実の概要

　被告人は、神社の境内で見ず知らずの者 2名
を殺害したかどで平成 7年 9月 25 日に起訴され
たが、裁判所が、平成 9年 3月 28 日の第 7回公
判期日において、被告人は「心神喪失」の状態に
あると認めたため、刑訴法 314 条 1 項のもとで
公判手続は停止された。そして平成 10 年 5月 28
日に勾留の執行が停止され、被告人は、精神保健
福祉法 29 条 1 項により措置入院となり、公判停
止の原因となった精神疾患につき治療を受けるこ
ととなった。
　その後、被告人の症状について確認しながら、
断続的に裁判所、検察官、弁護人の間での打合わ
せ期日が設けられ、そのつど検察官は公訴の取消
を行う予定はないと主張していたが、公判停止か
ら約 17 年が経過した平成 26 年 3月 20 日、原々
審である名古屋地裁岡崎支部は、非可逆的な慢性
化した統合失調症の症状と脳萎縮による認知機能
の障害により、被告人には訴訟能力がなく、その
回復の見込みもないとして、刑訴法 338 条 4 号
を準用し、公訴棄却の形で手続を打切った１）。
　これに対して、原審である名古屋高裁は、訴追
の権限を独占している検察官が公訴を取り消さな
いのに裁判所が公判手続を一方的に打切ること
は、基本的には許されず、それができるのは「検
察官が公訴を取り消さないことが明らかに不合理
であると認められるような極限的な場合」に限定
されるとの立場をとった上で、被告人の訴訟能力
の回復の見込みがないことについては認めつつ
も、本件がその場合には該当しないものとして原

判決を破棄した２）。

判決の要旨

　１　訴訟手続の主宰者である裁判所において、
被告人が心神喪失の状態にあると認めて公判手続
を停止した後、被告人に訴訟能力の回復の見込み
がなく公判手続の再開の可能性がないと判断する
に至った場合、「事案の真相を解明して刑罰法令
を適正迅速に適用実現するという刑訴法の目的
（同法 1条）に照らし、形式的に訴訟が係属して
いるにすぎない状態のまま公判手続の停止を続け
ることは同法の予定するところではなく、裁判所
は、検察官が公訴を取り消すかどうかに関わりな
く、訴訟手続を打ち切る裁判をすることができる
ものと解される」。

　２　刑訴法はこうした場合における打切りの裁
判の形式について規定を置いていないが、「訴訟
能力が後発的に失われてその回復可能性の判断が
問題となっている場合であることに鑑み」、判決
による公訴棄却につき規定する同法 338 条 4 号
と同様に、口頭弁論を経た判決によるのが相当で
ある。
　「したがって、被告人に訴訟能力がないために
公判手続が停止された後、訴訟能力の回復の見込
みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断さ
れる場合、裁判所は、刑訴法 338 条 4号に準じて、
判決で公訴を棄却することができると解するのが
相当である」。（池上政幸裁判官の補足意見がある。）
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判例の解説

　一　被告人が訴訟の当事者として主体的な防御
活動を行うために、被告人には訴訟能力がなけれ
ばならない。訴訟能力とは一般に、「被告人とし
ての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防
御をすることのできる能力」３）と定義されるが、
学説では、単なる意思決定能力だけではなく、訴
訟の状況を理解し、防御上必要なコミュニケー
ションを行う能力が必要だといわれている４）。い
ずれにしても、被告人が訴訟能力を欠くとき、訴
訟行為は無効となり、刑訴法 314 条 1 項のもと
で公判手続は停止される。
　公判手続の停止は、被告人の訴訟能力がいずれ
回復して訴訟が再開される可能性があることを前
提とした措置であるが、長期間を経過しても、訴
訟能力欠如の原因となった精神疾患等の状態に変
化がなく、訴訟再開の目処が立たないこともあり
うる。そのような場合、本来は検察官が刑訴法
257 条によって公訴取消を行い、刑訴法 339 条 1
項 3号に基づいて公訴棄却の決定が下されるべき
であるが、検察官が公訴取消を行わないとき、ど
うすべきかについての明文の規定はない。
　最高裁は、聴覚・言語障害者である被告人の訴
訟能力が問題となった事案において、公判手続の
停止を認めるとともに、千種秀夫裁判官の補足意
見の中で、手続を停止した後の措置についても付
言し、被告人の訴訟能力回復の見込みがない場合
は、たとえ検察官の公訴取消がないとしても、裁
判所が「被告人の状態等によっては、手続を最終
的に打ち切ることができる」ことを示唆していた。
　本判決は、最高裁としてははじめて、法廷意見
において、訴訟能力の回復の見込みがない場合の
手続打切りの考え方を確認した上で、具体的事案
にも適用し、実際に公訴棄却の形で手続を打切っ
たものである。

　二　裁判所による直接の手続の打切りについて
は、公訴の提起・維持に関する権限が検察官の専
権であることを理由として、一旦適法な起訴がな
された以上、検察官が公訴の取消をしないかぎり、
裁判所が職権で訴訟係属を消滅させる措置に出る
ことは許されないとする否定説もある５）。確かに
検察官には公訴の提起においても取消においても
起訴便宜主義のもとで広範な裁量が認められてい

る。むろんその裁量権の行使にも限界はあるが、
従来の裁判所は、裁量権の逸脱によって公訴提起
が無効とされる可能性を認めつつ、それを「たと
えば公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような
極限的な場合」６）に限定し、裁判所による介入に
ついては極めて慎重な態度を貫いてきた。本件の
原審も、裁判所が一方的に手続を打切ることがで
きるのは「検察官が公訴を取り消さないことが明
らかに不合理であると認められる極限的な場合」
に限られ、あくまで原則としては、検察官による
公訴取消の合理的な運用を期待すべきであり、そ
れが当事者追行主義にも適うとした。
　しかし、検察官が公訴取消をしないかぎり、手
続再開の見込みがないのに、形骸化した訴訟係属
を永久的に続けなければならないというのは裁判
制度として適切ではなく、人権保障の観点から
も不当である７）。ゆえに学説の大半は、訴訟能力
の回復の見込みがない場合の手続の打切りを認め
る。理論的根拠は、訴訟能力を非類型的訴訟条件
の一つとして、被告人の訴訟能力の回復の見込み
がない場合は訴訟障碍事由が生じた、ないしは訴
訟関係成立の基礎を欠くものとして手続を打切る
べきとするもの８）、公判手続の停止が迅速な裁判
を受ける権利の侵害になることから、高田事件判
決に照らして手続を打切るべきとするもの９）、被
告人の公正な裁判を受ける権利 10）や被疑者・被
告人の防御権、適正手続を受ける権利に依拠する
もの 11）、公判手続を停止したままの状態が続く
ことが事案の真相を解明し刑罰法令を適正迅速に
実現するという刑訴法の目的に合致しないことを
挙げるもの 12）等、様々である。
　具体的な打切りの方式についても、被告人の訴
訟能力回復不能により公判手続の無期停止が見込
まれることになったという事情から、公訴の提起
が後発的に無効になったとして、刑訴法 338 条 4
号を準用して公訴棄却の判決を言い渡すべきとす
るもの 13）、被告人死亡の場合に準じて、刑訴法
339 条 1項により決定で公訴棄却をすべきとする
もの 14）、裁判所が非常措置として代替的に公訴
を取り消したものと擬制して、決定により公訴を
棄却すべきとするもの 15）、被告人の責めによら
ない事由により裁判が長期化したことから、高田
事件判決の趣旨を及ぼして免訴にすることが可能
とするもの 16）等様々なものが挙げられるが、特
定の方式を選択しない論者も多い。形式裁判での
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手続の打切りが、検察官の訴追行為に対する批判
としての意味ももちうる一方で、もともとの目的
が不当ないし不合理な応訴を強いられている状態
から被告人を早期に解放することにあることから
すると、そのための具体的な方法が必ずしも排他
的なものである必要はなく、公判停止が長期化し
て明らかな基本権侵害となっている場合は非常救
済的な免訴とし、それに至らない場合や公訴棄却
の方が適切といえる場合は 338 条 4 号によるな
ど、事案ごとに妥当な解決策が探られるべきであ
ろう。
　なお、学説の中には、免訴と公訴棄却とでは一
事不再理効の有無の点で違いがあることを理由と
して、本件のような場合には公訴棄却が妥当であ
るとするものもある 17）。確かに、公訴棄却には
一事不再理効がないことをあえて強調することに
よって手続打切りのハードルを下げるとともに、
その波及効果として、検察官に対して、同種事件
における公訴取消の柔軟な運用を促していく 18）

というのは、現実的な解決策ではあるかもしれな
い。しかし最近の学説では、二重の危険ないし二
重の手続負担の禁止の観点から、打切り前に実体
審理・実体判決の危険が生じていた場合には、公
訴棄却か免訴かという形式の違いにこだわるこ
となく拘束力を認める見解の方が有力である 19）。
本判決の補足意見では病状が回復した場合の再訴
の可能性に触れられてはいるが、公判手続停止の
前に、訴訟能力をめぐるものとはいえ数回の審理
が行われ、執行が停止されるまで勾留されるなど、
手続的な負担が生じていたこと、その後も長期間
にわたって被告人の地位に留められていたことな
どにも鑑みると、打切り後の再訴が可能な事案と
いえるかについては疑問がありうるところであろ
う 20）。

　三　本件において、最高裁は、裁判所が「訴訟
手続の主宰者」として、公判再開の見込みがなく、
形式的に訴訟が係属しているにすぎない状態のま
まとなっている訴訟手続を打切ることができると
判示した。その際、最高裁が、検察官が公訴を取
り消すか否かにかかわりなく、としているのは、
手続の打切りが、打切りが必要な状態を招いた検
察官の訴追行為を批判する意味合いをもつもので
はなく、裁判所の固有の権限であることを述べた
ものであろう 21）。

　また最高裁は、一審判決が、公判手続の停止を
継続して刑事被告人の地位を半永久的に強制する
ことが憲法 37 条 1 項の被告人の迅速な裁判を受
ける権利や憲法 31 条の適正手続の保障に抵触す
るおそれがあるとしていたのに対し、これらの権
利については触れず、憲法上の非常救済手段とし
ての免訴を認めた高田事件判決にも言及すること
なく、刑訴法の目的だけを挙げて手続打切りの結
論を導いた。池田裁判官の補足意見では、刑訴法
339 条 1項 4号（被告人死亡）の場合と同様、「被
告人が実質的に欠けて基本的な訴訟構造が成り立
たなくなった」ことが打切りの理由であるから、
公訴棄却の形式裁判によるべきとする。訴訟能力
を非類型的訴訟条件の一つとみる上記の学説と同
様、訴訟能力の回復可能性がないという明らかな
訴訟障碍事由により手続を進めることができず、
刑訴法の目的が実現できなくなった以上、被告人
の地位にとどめる正当な理由はないことを端的に
認めたものであろう。条文としては、訴訟能力の
回復可能性については慎重な審理が必要であり、
口頭弁論を経た判決によるのが相当であることか
ら刑訴法 338 条 4 項に依拠するものとされてい
るが、その際、刑訴法 338 条 4 項の「適用」で
はなく「準用」とされているのは、検察官の公訴
提起・維持そのものを違法とする趣旨ではないこ
とを示唆したものといえよう 22）。

　四　以上のように、本判決は、従来の公訴権濫
用論との関係で論じられてきたものとは別の論理
による手続の打切りを認めた。
　しかし本件において被告人は、捜査段階で「幻
覚（幻聴）や被害妄想に苦しめられており、統合
失調症の再発状態」にあるとの鑑定結果があった
にもかかわらず、弁護人が治療措置を求めて提訴
するまで精神医学的治療が受けられなかった上、
その後も刑事施設内では投薬以外の十分な治療が
受けられず、起訴からおよそ 2年 8ヶ月後、勾留
の執行が停止されて措置入院となった頃には統合
失調症が慢性化した状態になっていたという 23）。
病状が進行する前に適切な治療を行うことができ
ていれば、回復して公判を再開できた可能性も
あったことも指摘されており 24）、そのような治
療の遅れ自体も問題となるところだが、いずれに
しても、被告人は、非可逆的で慢性化した統合失
調症だけでなく、多発梗塞性認知症も進行してお
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り、訴訟能力の回復の見込がないことは早い段
階から明らかであった。実際、2003 年の時点で、
長年被告人の病状や経過をみてきた主治医が、被
告人の訴訟能力回復の見込みはないとの意見を示
し、その後に実施された複数の鑑定においても一
致した結論が示されていた。検察官は当初、新薬
や画期的治療方法の発見の可能性等を挙げて、将
来にわたって回復の見込みがないと断ずることは
不可能だと主張していたようであるが、そもそも
回復可能性の基準を、実現の見込みのない予見不
能な将来のことまで含めたところに置くべきでは
ないのは当然であるし、少なくとも専門家の意見
が一致した時点で、その意見に合理性・妥当性を
疑う具体的な根拠が存在しない以上は軽視するこ
となく 25）、それに見合った対応をとることが必
要とされていたはずである。事件が重大で、被害
者遺族の被害感情が峻烈であったとしても、被告
人の訴訟能力が回復しない以上、公正な裁判のも
とで有罪判決を得るという形での刑事訴訟法の
目的が実現しえないという事実は揺らがない 26）。
一審判決では、「訴訟能力の回復の見込がなく、
公判手続きの再開の見込が認められない場合にそ
の事実を率直に明らかにすること」が、「訴訟手
続を主宰して法を適正に実現する裁判所の責務」
であり、「裁判所がとりうる遺族に対する誠実な
対応である」としているが、当事者主義が基本で
あることからすると、まずは公訴の提起・追行の
権限を独占する検察官として、これ以上公訴を維
持することに法的な正当性がないことを率直に認
め、責任をもって公訴を取り消すことこそ、求め
られる誠実な対応であろう。
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